
No 業 者 名 処分理由 処 分 根 拠 資 格 停 止 期 間 備 考

1 矢崎興業（株）

安全管理
措置の不
適切によ
り生じた
工事関係
者事故

別表第1第8号
令和8年4月30日から
令和8年5月29日まで

（1か月）

県工事に関する業務に関し安全管理措
置の不適切により生じた工事関係者事故
と認められたことは、「笛吹市建設工事請
負契約に係る入札参加資格停止等措置
要領」別表第1第8号（安全管理措置の不
適切により生じた工事関係者事故）の規
定に該当する。

2 （株）大林組
不正又は
不誠実な
行為

別表第2第15号
令和8年4月30日から
令和8年5月29日まで

（1か月）

県工事に関する業務に関し不正又は不
誠実な行為と認められたことは、「笛吹市
建設工事請負契約に係る入札参加資格
停止等措置要領」別表第2第15号（不正
又は不誠実な行為）の規定に該当する。
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